
 

 
 

       

 

    
       

 

 

 

 

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

矢口消防署からのお知らせ（６・７月号） 

令和５年５月作成 

生活に欠かせないものの取扱いについて知ろう！ 

生活に欠かせない危険物について 

矢口火消丸 ヤッピー 

まる 

私たちの生活に欠かせない部品の中には危険物に該当するものがあっ

て、取り扱い方法を誤ると、火災等になる場合があります。 

 

危険物の安全な取り扱いのポイント 

 

危険物とは、消防法で定められているもので、一般

的に次のような性質を持った物品をいいます。 

１．火災発生の危険性が大きいもの 

２．火災拡大の危険性が大きいもの 

３．消火の困難性が高いもの 

 

 



 
 

 

                                      
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

夏になると夏祭りや花火大会など多くの人が集まる催しがたく

さん行われます。しかし、多くの人が集まる催しでひとたび火災が

起きると、大きな被害につながるおそれがあります。 

 カセットこんろを覆うような鍋や鉄板を載せたり、こんろを並べ

て使わないでください。ボンベが過熱され破裂したり、周囲に置い

てあるものに燃え移る可能性があります。 

 

 

 

 

 

☆問い合わせ先☆ 

矢口消防署  ０３－３７５８－０１１９ 下丸子出張所 ０３－３７５９－０１１９ 

西蒲田出張所 ０３－３７３７－０１１９ 西六郷出張所 ０３－３７３９－０１１９ 

【熱中症を防ぐポイント】   

・暑さに身体を慣らしていく。 

・高温・多湿・直射日光を避ける。 

・水分補給は計画的、かつ、こまめにする。 

・運動時などは計画的な休憩をする。 

・乗用車等で子供だけにしない。 

・子供は大人よりも高温環境にさらされていることに注

意しましょう。 

夏のレジャー時期の火気器具取り扱いに注意！ 

 

夏本番前から熱中症予防対策を！ 

 

河川やプール等での水の事故を防止しよう 

 


